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平成 29 年 3 月 27 日 

建築都市局 施設保全課 

■『北九州市市有建築物長寿命化計画（案）』の策定について 

 １．長寿命化計画策定の背景と目的    

   本市では、高度成長期に集中的に整備された公共施設が今後一斉に更新時期を迎え、施 

設整備にかかる財源も大幅に減少するなど、公共施設を取り巻く環境は厳しい状況となっ 

ている。 

そうした中、平成28年 2月以降、複数の公共施設でコンクリート等が落下する事故が 

相次ぎ、公共施設の維持保全の重要性が再認識された。 

そこで、今後も継続使用する市有建築物については、これまでの「対症療法的な維持管 

理」から、「予防保全型の維持管理」への転換を図り、本計画に基づく予防保全に努める 

ことで、建築物を安全に維持し、ライフサイクルコストの縮減と支出の平準化を目的に、 

計画策定を行う。 

 ２．長寿命化計画の位置付け    

   本計画は、平成２８年２月に策定された『公共施設マネジメント実行計画』において、

「施設の長寿命化と年度毎費用の平準化」を掲げている。また、適切な予防保全を進める

と共に、「個々の施設の劣化状況による工事の優先順位や時期の変更等による経費節減を

調整する市全体の長寿命化計画を策定する必要がある」と位置付けている。

 ３．計画的な保全を進めていく上での課題    

   市有建築物を適切に維持管理していくためには、日頃から点検業務等の機会を通じ、建

物及び設備等の機器について、劣化の状況など現状把握に努めると共に、老朽化が進行す

る前に効果的な補修や定期的な改修を行うことが必要となる。 

そこで、計画的な保全を進めていく上での課題を以下のとおり設定する。 

①長寿命化計画運用の仕組みづくり  ②施設の保全情報の充実  ③施設の保全コストの平準化

 ４．北九州市市有建築物長寿命化計画について    

（１）計画の対象施設 

    本市の公共施設６，９３８棟、５４１万㎡の内、学校、市営住宅を除く、その他の建 

築物で、一般会計２００㎡以上の施設、約６５０棟、１０７万㎡を本計画の対象施設と 

する。

＋

＋

公共施設：６，９３８棟、５４１万㎡

市営住宅 

１，７２９棟 
208万㎡（38％） 

学校 

２，３１０棟 
134万㎡（25％） 

その他の建築物 

２，８９９棟 
１９９万㎡（37％） 

その他の建築物：２，８９９棟、１９９万㎡ 
（一般会計：2,485棟 128万㎡、特別会計：206棟 47万㎡、 

                 企業会計：208棟24万㎡）

長寿命化計画対象建築物 

（一般会計分、200㎡以上）

約６５０棟、約１０７万㎡ 

＜対象施設の例＞ 

・市民センター  ・庁舎等 

・消防施設     ・子育て支援施設 

・スポーツ施設  等
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２０１８年度 区分 保全分類 A施設 B施設 C施設 D施設 E施設 F施設

屋根 状態監視 0 9,195 2,257 0 1,963 10,428

外部 状態監視 13,369 5,286 0 12,456 2,453 10,502

受変電 状態監視 799 0 4,545 0 33,784 887

時間計画 0 7,211 0 0 0 477

状態監視 634 0 0 3,400 742 0

状態監視 0 87,963 0 0 36,677 0

事後 21,568 35,210 45,899 17,653 0 1,921

状態監視 0 6,499 0 689 1,122 0

事後 120 0 5,870 0 0 666

空調設備

換気設備

機械

建築

電気

発電・静止

（２）計画の期間 

本計画の期間は、平成２９年度～平成３３年度の５年間とする。

（以後、５年毎に計画の見直しを行う。）

（３）計画の構成 

  本計画は、以下の内容で構成するものとする。

中長期保全計画は、ＢＩＭＭ

Ｓ（保全マネジメントシステ

ム）を活用して作成した個別

施設ごとの修繕計画のこと

で、対象施設、約６５０棟分

を作成している。 

個別施設ごとに、建築部位や 

設備機器の情報を登録し、概 

算金額の試算や工事実施時期

の合理化調整などを行う。 

40 41 42 43 44
屋根 ◆
外部 ◆
建具
受変電 ◆
電力 ◆
通信 ◆
空調 ◆
換気 ◆

経過年数

工
事
内
容

40 41 42 43 44
屋根 ◆
外部 ◆
建具
受変電 ◆
電力 ◆
通信 ◆
空調 ◆
換気 ◆

経過年数

工
事
内
容

①計画の基本方針 ②中長期保全計画（40年間） ③単年度保全計画（5年間） 

北九州市市有建築物長寿命化計画の構成 

計画的な予防保全の実施とと 

もにコスト縮減等を実現する 

ため、運用時の基本方針とし 

て、以下の項目を定める。
・計画対象施設

・目標耐用年数 

・長寿命化の運用方針 

・工事の集約化及び支出の 

平準化の基準 

・長寿命化による効果 

・推進体制 

②の中長期保全計画６５０棟

分を集計し、平準化したもの

が単年度保全計画である。 

年度毎の工事の平準化を図る

ために、各年度に予定されて

いる工事に優先順位を付け、

年度予算を考慮して先送り

や、前倒しなど５年分の調整

を行う。 

施設単位の合理化調整の例 

部位毎の更新周期から 

設定した工事の時期

 【 ○○○センター 中長期保全計画 】

工事を集約して発注 

できるよう時期を調整

個別施設の中長期保全計画において、時期が近接した工事

を集約して効率的・経済的に工事を行えるよう調整を行う。

②中長期保全計画 

③単年度保全計画 
（単位：千円）



3 

 ５.長寿命化の運用方針（今後の取り組み）について   

①保全実施の流れ（保全実施の仕組みづくり） 

    施設を適切に維持していくためには、施設所管課による日常点検と合わせ、改修時期、

工事の緊急度判定等を、技術的な視点で行う必要がある。

そこで、施設所管課と営繕部門が連携し、以下に示す「保全実施の仕組み（流れ）」

に沿って、施設の適切な保全に努める。

【保全実施の仕組み（流れ）】 

前年度 当 該 年 度 翌年度 

保

全

の

実

施 

施設所管課

営繕部門 

(施設保全課) 

履歴情報の 

蓄積・分析

②工事の緊急度判定と次年度予算計上に係る意見書の作成（上記フロー図中の○b ～○c に該当）

国の官庁営繕においては、修繕・改善計画に対する緊急度判定基準が定められてい

る。本市においても、この考え方に準拠し、本市の緊急度判定基準を定め、予算設計

依頼や定期点検での所見、単年度保全計画における次年度改修工事予定箇所について、

営繕部門等が全庁的な立場で現状を確認した上で、工事の緊急性について意見を付す。

（Ａ～Ｅの５段階判定）

③改修工事及び長寿命化に係る改修工事設計時の留意点 

（１）外壁改修や屋上防水工事等、大規模改修工事を行う際の留意点 

・現場の状況に応じた工事範囲、工事内容の設定 

・法規制等の改正や設計基準の変更等への対応 

・機能や性能の向上、仕様の見直し、新技術の導入等の検討 

（２）躯体の健全性を保ち、建築物を長寿命化させる際の留意点 

・防水材や外装材の耐久性に応じ、適切な時期に必要な改修工事の実施 

・耐久性の高い材料を使用し、更新周期の延伸 

・建築物の残存期間を勘案し、更新時期や更新後の仕様等の検討 

データの更新 

単年度 
保全計画 
の次年度 
予定箇所 

所見あり

点検結果
総括表 

次年度予算計上に 

対する意見

改修工事発注 改修工事発注 

現地調査 
↓ 

改修工事の緊急度判定

○a

○b

○c

○e

改修工事発注 

○d

所
見
な
し

定期点検等 提出 予算設計の依頼 

データの更新 
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④長寿命化による効果  【 コスト縮減効果の試算（モデル図） 】 

⑤推進体制（今後の保全指導）について 

施設の維持保全については、これまで各施設管理者にて行われてきたが、プロジェク

トチームで現状を確認したところ「日常点検」や「点検結果に基づく修繕」などの対応

に課題があることが分かった。

市民の安全・安心を確保し、子どもや孫の世代が安心して、公共施設を利用し続ける

ためには、工事履歴の整理や、定期点検結果（総括表）の集約・分析のほか、長寿命化

計画を推進していく体制整備が求められる。

そこで、建築、電気、機械の技術職を多く擁し、施設の維持・保全に関し専門的な知

見がある、建築都市局内に、施設管理者を技術的側面から助言・サポートする体制を整

備することが望ましい。

 ６.まとめ   

 今回の計画策定により、今後は以下の点について取り組むこととする。

・「対症療法的な維持管理」から「予防保全型の維持管理」への転換を図る

   ・本計画に基づく予防保全に取り組み、市民が安全･安心に良好な状態で公共施設

    を利用できるよう、長寿命化計画の実行に努める

     ・各施設の個別計画の策定に向け、修繕履歴の整理や重要設備の劣化状況診断を行

うなど、更なる施設情報の充実を図る

Ａ：従来通り Ｂ：長寿命化に取り組んだ場合 
Ｃ：さらに保有量削減を 

見込んだ場合 

・築６０年を目安に、同一規 

模、用途で更新（建て替え） 

・公共施設マネジメント実行計画の施 

 設分野別実行計画を反映 

・その他は、本計画で設定した目標耐 

 用年数で更新 

・合理的な保全の実施（工事の集約調 

 整、供用終了前１０年間の更新費用 

の削減等） 

・更新時に複合化や、多機能化 

を図るものとして、更新後の 

床面積を２０％削減 

１００ 

（40年間） ８０ 

（40年間） ７０ 

（40年間） 

保有量削減により 

１０％削減 

長寿命化により２０％削減 



■北九州市長寿命化計画策定業務 内部委員・外部有識者名簿  

●市内部委員 

局 区 補 職 名 

技術監理局 

技術企画課長 

技術管理課長 

企画調整局 都市マネジメント政策課長 

財政局 

財政課長 

財産活用推進課長 

市民文化スポーツ局 市民センター整備担当課長 

建築都市局 

建築課長 

電気設備課長 

機械設備課長 

施設保全課長 

●オブザーバー 

局 区 補 職 名 

教育委員会 施設課長

建築都市局 住宅整備課長

●外部有識者 

所 属 専 門 分 野 

北九州市立大学国際環境工学部 建築材料学・施工学

北九州市立大学 地域戦略研究所 都市政策･地域活性化

国立大学法人 九州工業大学 工学研究院 電力工学・電気機器工学

一般財団法人 建築保全センター 公共施設マネジメント


